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「年金制度の機能強化のための国民
年金法等の一部を改正する法律」が
公布～公的年金関連～

2020年6月5日 No497

 ６月５日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を
改正する法律」※1が公布されました。5月２９日に国会で可決され
た修正（検討条項）が付け加えられて公布されています。

 本法の改正項目は以下のとおりですが、本号ではこのうち公的年
金にかかる改正法（以下、項目番号の１，２，３，５）について、
ご案内します。

１．被用者保険の適用拡大

２．在職中の年金受給の在り方の見直し

３．受給開始時期の選択肢の拡大

４．確定拠出年金の加入要件の見直し等

５．その他
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１．被用者保険の適用拡大

 短時間労働者を適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ

① 500人超⇒100人超

② 100人超⇒  50人超

 適用対象とすべき短時間労働者の勤務期間を、1年以上から2カ月超に変更

 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、「士業」※3を追加

※3 弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公証人、海事代理士

【施行日】 2022年10月1日

【施行日】 2022年10月1日

【施行日】 2022年10月1日

【施行日】 2024年10月1日

1

※1 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律

https://kanpou.npb.go.jp/20200605/20200605g00111/20200605g001110007f.html
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３．受給開始時期の選択肢の拡大

 年金の受給開始時期の選択肢を、「60～70歳」⇒「60～75歳」に拡大する

 70～80歳の間で老齢年金を請求した際、繰下げを選択しない場合には、その5年前に
繰下げの申し出があったものとみなす（時効による支分権の消滅を避ける措置）

２．在職中の年金受給の在り方の見直し

 60～64歳の在職老齢年金（低在老）の支給停止基準額を、28万円⇒47万円（2020年
度額）に引き上げ

 65歳以上の在職老齢年金（高在老）の年金額を毎年定時に改定する

70歳まで厚生年金被保険者として就労

（65～66歳までの被保険者期間に係る年金額改定分）
（66～67歳までの被保険者期間に係る年金額改定分）
（67～68歳までの被保険者期間に係る年金額改定分）
（68～69歳までの被保険者期間に係る年金額改定分）
（69～70歳までの被保険者期間に係る年金額改定分）

　　老齢厚生年金年金

　　老齢基礎年金

65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳

【施行日】 2022年4月1日

【施行日】 2022年4月1日

【施行日】 2022年4月1日

【施行日】 2023年4月1日

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳 73歳 74歳 75歳

60歳から繰上げ受給が可能 66歳以降75歳まで繰下げ受給が可能

増額された年金額が支給
72歳請求時点で繰下げを選択しなかった場合
⇒5年前（67歳）に繰下げ申出（2年繰下
げ）があったものとして67～72歳までの年金
額を一括支給、72歳からは増額された年金
額が支給

一括支給

2年繰下げ 一括支給

65歳 67歳 70歳 72歳 75歳
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４．その他

以上

改正項目 改正概要 施行日

（1） 国民年金手帳から
基礎年金番号通知書へ
の切替え

業務の効率化（交付コストの節減等）の観
点から、新たに国民年金第1～3号被保
険者となった者から、「基礎年金番号通
知書」に切替え

2022年4月1日

（2） 未婚のひとり親等の
申請全額免除基準への
追加

個人住民税の非課税措置の対象の追加
に併せて、未婚のひとり親についても国民
年金保険料の申請全額免除の対象者と
して追加

2021年4月1日

（3） 短期滞在の外国人
に対する脱退一時金制
度の支給上限年数の見
直し (3⇒5年に引き上げ)

支給上限年数について、3年から5年に引
き上げ（具体的な年数は政令で規定）

2021年4月1日

（4） 年金生活者支援給
付金制度における所得・
世帯情報の照会対象者
の見直し等

所得・世帯情報の取得対象者について、
新たに支給対象者となり得る者まで拡大

公布日

所得額の改定日（切替時期）を8月から
10月に変更

2021年8月1日

（5） 児童扶養手当と障
害年金の併給調整の見
直し

児童扶養手当について、障害年金の子
の加算額との差額を支給するよう変更
なお、監護等児童が2人以上である児童
扶養手当の額が1人である額を下回るこ
とのないようにする

2021年3月1日

（6） 2カ月を超えて雇用
が見込まれる者の被用者
保険の早期加入措置

2ケ月を超えて使用されることが見込まれ
る者は、当初2ケ月も厚生年金・健康保
険の適用対象とする

2022年10月1日

（7） 厚生年金保険法に
おける日本年金機構の調
査権限の法整備

適用事業所である蓋然性が高いと認めら
れる未適用事業所への立入調査を、日
本年金機構が法的権限に基づき行える
ように変更

公布日から起算して
20日を経過した日

（8） 年金担保貸付事業
等の廃止

年金担保貸付事業の廃止のために必要
な法制上の措置を講じる

2022年4月1日

５．検討条項

 政府は、基礎年金の調整期間の長期化を踏まえ、制度を長期的に持続可能とする取組みを進め、

保障機能を強化するとともに、厚生年金保険・健康保険の適用範囲について必要な措置を講ずる

 政府は、世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、所得再分配機能の強化その他必要な

事項について措置を講ずる

 政府は、雇用の状況、雇用によらない働き方をする者の就労の状況及び育児の実態等を踏まえ、

第1号被保険者の育児期間の保険料負担に対する配慮や財源確保の在り方等について検討する


